
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「手形・小切手の全面的な電子化」に向けた手形・小切手発行手数料の改定等について 

News Release 2023年 12月 6日 

七十七グループは持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を支援しています。 
  もっと、ずっと、地域と共に。 

株式会社七十七銀行（頭取 小林 英文）では、政府・産業界・金融界が一丸となって取組んで 

おります「手形・小切手の全面的な電子化」に向けて、2024年4月1日より手形・小切手発行手数料

の改定をはじめとした下記の取組みを行うことといたしましたので、お知らせいたします。 

 今後もお客さまに満足いただける金融サービスの向上に努めてまいりますので、何卒ご理解 

賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

記 

１．手形・小切手発行手数料の改定 

（１）改定内容（消費税込） 

種 類 単 位 改定前 改定後 

小切手用紙交付手数料 

約束手形・為替手形交付手数料 

1冊 

（50枚） 
2,200円 5,500円 

（２）ご案内 

   今回の手数料改定は「手形・小切手の全面的な電子化」を目的としておりますので、実施日

以前に通常のご利用枚数に比して大量のご注文を承った場合、お断りする場合がございます。 
 

２．払戻請求書による当座預金出金の取扱開始       ＜イメージ＞ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３．当座預金口座開設の新規受付停止 

  当座預金（専用約束手形口当座勘定（マル専）を含む）口座開設の新規受付を停止いた 

します。実施日以降は決済用普通預金等をご利用いただきますようお願いいたします。 

  なお、既に当座預金をご利用中のお客さまは、引続きご利用いただけます。 
 

４．実施日 

2024年4月1日（月） 

 

 

 

 

 

 

 

当座預金欄を追加し、普通預金と同じ払戻請求書

により当座預金の払戻しが可能となります 

小切手の振出を必須（一部取引を除く）として 

いる現行の取扱いを見直し、払戻請求書（出金伝票）

による取扱いを開始します。但し、お取引は口座 

開設店に限ります。 

なお、小切手による払戻しにつきましても引続き 

受付しております。 

 

―１― 



 

 

 

 

 

ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals） 

2015年9月に、国連に加盟する全ての国が全会一致で採択した国際目標で

あり、17のゴールと、169のターゲットから構成されています。 

七十七グループは2020年7月に「七十七グループのＳＤＧｓ宣言 ～ もっと、

ずっと、地域と共に。～」を表明し、ＳＤＧｓに対する取組みを更に強化する

ため、2021年10月より「ＳＤＧｓ実践計画」を策定しております。 

（関連するＳＤＧｓ） 
以 上 

「手形・小切手の全面的な電子化」のこれまでの歩み 

全銀協が『手形・小切手機能の全面的な電子化に向けた自主行動計画』を策定 
✔ 2026 年度末までに電子交換所における手形・小切手の交換枚数ゼロ 

政府が『成長戦略実行計画』を閣議決定 
✔ 5 年後（2026 年）の約束手形の利用廃止 ✔ 小切手の全面的な電子化 

2021 年 6 月 

2021 年 7 月 
(2023 年 11 月改定) 

 

2022 年 11 月 
電子交換所の稼働開始 
✔ 全国の手形交換所での手形交換業務が終了し、電子交換所へ移行 
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■ 電子化とは 

電子化の代表例                電子化のメリット 

 

   

 

 

 

 
 

■ 電子化が遅れると 

✔ 電子化によるメリットを享受できず、生産性の向上が遅延する 

✔ 既に「2027 年度以降を期日とする手形・小切手の取立受付を停止」 

した金融機関もあり、手形・小切手を資金化できない 

  ✔ 取引先との資金決済に支障が生じる 等のおそれがあります 
 

■ 手形･小切手の電子化に関するご相談はお取引営業店へご相談ください 

 

インターネット 

バンキングによる振込 

電子記録債権 

（でんさい） 

コ ス ト 削 減 

リ ス ク 低 減 

事務負荷軽減 

 

（万枚） （万件） 

手形・小切手をご利用中のお客さまへ 
 ～「手形・小切手の全面的な電子化」までの猶予は限られておりますのでお早めにご準備ください～ 

印紙税や取引先への郵送料等が不要とな
ります 
 
どなたでも利用でき、煩雑な事務負荷を
軽減できます 
 
現物レスのため、盗難・紛失の心配があ
りません 
 

―２（終）― 

注．行内交換約束手形等を除く 


